
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
部
局
長
会
議
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
五
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
一
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
法
人
京

都
大
学
の
部
局
長
会
議
（
以
下
「
部
局
長
会
議
」
と
い
う

）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

。

（
役
割
）

第
二
条

部
局
長
会
議
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
の
経
営
及
び
京
都
大
学
の
教
育
研
究
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
連
絡
、
調
整
及
び
協
議
を
行
う
。

（
構
成
）

第
三
条

部
局
長
会
議
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
組
織
す
る
。

一

総
長

二

理
事
（
非
常
勤
の
理
事
を
除
く
。
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ

）
。

三

副
学
長
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

）
。

四

研
究
科
長
（
地
球
環
境
学
堂
長
を
含
む

）
。

五

附
置
研
究
所
の
長

六

医
学
部
附
属
病
院
長

七

附
属
図
書
館
長

八

放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
長
、
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長
及
び
国
際
融
合
創
造
セ
ン
タ
ー
長
の
う
ち
か
ら
総
長
が
指
名
す
る
も
の

一
名

九

高
等
教
育
研
究
開
発
推
進
機
構
長

（
議
長
）

第
四
条

部
局
長
会
議
に
議
長
を
置
き
、
総
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

議
長
は
、
部
局
長
会
議
を
主
宰
す
る
。

３

議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
第
三
条
第
二
号
の
理
事
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
議
長
が
指
名
す
る
も
の
が
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

（
招
集
）

第
五
条

部
局
長
会
議
は
、
総
長
が
招
集
す
る
。

２

総
長
は
、
構
成
員
二
名
以
上
共
同
し
て
書
面
に
よ
り
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
部
局
長
会
議
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
開
会
）

第
六
条

部
局
長
会
議
は
、
構
成
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
議
決
）

第
七
条

部
局
長
会
議
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
が
決
す
る
。

（
議
案
）

第
八
条

議
案
は
、
総
長
か
ら
部
局
長
会
議
に
附
議
す
る
。



（
特
別
委
員
会
）

第
九
条

部
局
長
会
議
に
、
必
要
に
応
じ
、
特
別
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
構
成
員
以
外
の
者
の
出
席
）

第
十
条

議
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
部
局
長
会
議
の
了
承
を
得
て
、
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
出
席
を
求
め
、
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
研
究
科
長
部
会
）

第
十
一
条

部
局
長
会
議
に
、
大
学
院
及
び
学
部
に
係
る
事
項
に
関
し
連
絡
、
調
整
及
び
協
議
す
る
た
め
、
研
究
科
長
部
会
を
置
く
。

２

研
究
科
長
部
会
で
連
絡
、
調
整
及
び
協
議
す
る
事
項
は
、
部
局
長
会
議
の
議
を
経
て
、
総
長
が
定
め
る
。

（
研
究
科
長
部
会
の
構
成
）

第
十
二
条

研
究
科
長
部
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
組
織
す
る
。

一

総
長

二

理
事

三

総
長
が
指
名
す
る
副
学
長
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

）
。

四

研
究
科
長
（
地
球
環
境
学
堂
長
を
含
む

）
。

五

附
置
研
究
所
の
長

二
名

２

前
項
第
五
号
の
附
置
研
究
所
の
長
は
、
附
置
研
究
所
の
長
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

（
研
究
科
長
部
会
の
運
営
）

第
十
三
条

第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
研
究
科
長
部
会
に
準
用
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
科
長
部
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
研
究
科
長
部
会
が
定
め
る
。

（
雑
則
）

第
十
四
条

部
局
長
会
議
に
関
す
る
事
務
は
、
総
務
部
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
十
五
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
局
長
会
議
の
議
事
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
部
局
長
会
議
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
セ
ン
タ
ー
長
（
第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
セ
ン
タ
ー
長
を
除
く

）
の
う
ち
か
ら
総
長
が
指
名
す
る
も
の
一
名

。

を
部
局
長
会
議
の
構
成
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。


